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政
権
交
代
と
政
治
不
信
と 

京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
客
員
教
授
・
朝
日
新
聞
編
集
委
員 

坪
井 

ゆ
づ
る 

行
政
刷
新
会
議
に
よ
る
「
事
業
仕
分
け
」
は
見
応
え

が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
十
一
月
、
九
日
間
で
延
べ
二

万
人
の
一
般
傍
聴
者
が
詰
め
か
け
る
な
か
、
四
四
七
事

業
を
ば
っ
さ
ば
っ
さ
と
切
り
分
け
た
。 

 

「
廃
止
」「
縮
小
」「
地
方
移
管
」・
・
・
。
次
々
に
下

さ
れ
る
結
論
に
、
官
僚
か
ら
は
「
こ
れ
は
公
開
処
刑
だ
」

と
い
う
、
う
め
き
声
も
も
れ
た
。 

 

た
と
え
ば
、
「
子
ど
も
未
来
財
団
」
。
三
〇
〇
億
円
の

基
金
を
持
つ
同
財
団
を
、
厚
生
労
働
省
は
「
民
間
主
導
」

で
、
年
間
約
十
億
円
を
か
け
て
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
派
遣

な
ど
の
子
育
て
支
援
を
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。
し
か

し
、
理
事
長
は
元
厚
労
省
職
業
能
力
開
発
局
長
、
常
務

理
事
は
元
同
省
老
健
局
長
で
、
人
件
費
と
管
理
費
に
五

億
円
を
費
や
す
「
典
型
的
な
天
下
り
財
団
」
で
あ
る
実

態
が
判
明
。
基
金
の
国
庫
へ
の
返
納
を
決
め
た
。 

 

「
す
こ
や
か
食
生
活
協
会
」
と
「
日
本
食
生
活
協
会
」

と
い
う
似
た
名
称
の
団
体
は
ど
ち
ら
も
、
一
日
の
食
べ

も
の
の
目
安
を
示
す
「
食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
」
の
関

連
事
業
を
請
け
負
っ
て
い

た
。
違
う
の
は
前
者
が
農

林
水
産
省
、
後
者
が
厚
労

省
の
所
管
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
天
下
り
先
に
な
っ
て
い

る
こ
と
だ
っ
た
。 

 

こ
れ
ま
で
密
室
の
「
査

定
」
で
進
め
ら
れ
て
き
た

予
算
編
成
が
、
い
か
に
無
駄
を
つ
く
り
、
膨
張
さ
せ
て

き
た
か
を
、
事
業
仕
分
け
は
白
日
の
も
と
に
さ
ら
し
た
。 

 

半
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
い
た
自
民
党
政
権
の
も
と
で

は
、
表
面
化
し
に
く
か
っ
た
永
田
町
と
霞
が
関
の
膿（
う

み
）
と
澱
（
お
り
）
が
、
ま
だ
一
部
と
は
い
え
開
示
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
政
権
交
代
の
「
効
果
」
で
あ
り
、

政
治
の
進
化
を
実
感
さ
せ
る
具
体
例
と
い
え
る
。 

 <

政
権
交
代
の
２
つ
の
原
点>

 

〇
九
年
夏
の
衆
院
選
で
、
有
権
者
は
初
め
て
み
ず
か

ら
の
手
で
政
権
党
に
引
導
を
渡
し
、
野
党
第
一
党
の
党

首
を
首
相
に
お
し
あ
げ
た
。
そ
ん
な
歴
史
的
な
政
権
交

代
は
、
約
二
十
年
前
か
ら
の
政
治
改
革
を
経
て
よ
う
や

く
実
現
し
、
こ
の
国
の
議
会
制
民
主
主
義
を
一
歩
、
前

に
進
め
た
。 

政
治
改
革
は
二
つ
の
原
点
か
ら
出
発
し
た
。 

 

第
一
の
原
点
は
一
九
八
八
年
の
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
だ
。

朝
日
新
聞
の
調
査
報
道
で
発
覚
し
た
事
件
で
、
多
数
の

国
会
議
員
や
霞
が
関
の
官
僚
た
ち
の
錬
金
術
の
実
態
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
リ
ク
ル
ー
ト
グ
ル
ー
プ
は
未
公
開

株
譲
渡
、
政
治
献
金
、
パ
ー
テ
ィ
ー
券
購
入
な
ど
で
十

億
円
以
上
を
政
界
に
注
ぎ
込
み
、
事
件
に
関
与
し
た
首

相
経
験
者
（
事
件
後
の
就
任
も
含
む
）
だ
け
を
並
べ
て

も
中
曽
根
康
弘
、
竹
下
登
、
宮
沢
喜
一
、
小
渕
恵
三
、

橋
本
龍
太
郎
、
森
喜
朗
氏
の
六
人
に
の
ぼ
っ
た
。 

 

こ
ん
な
政
界
の
金
権
体
質
に
対
す
る
有
権
者
の
厳
し

い
批
判
に
、
八
九
年
四
月
の
「
消
費
税
導
入
」
と
い
う

油
が
注
が
れ
、
そ
の
年
の
参
院
選
は
社
会
党
が
圧
勝
。

と
き
の
土
井
た
か
子
委
員
長
は
「
山
が
動
い
た
」
と
胸

を
張
っ
た
。
だ
が
、
ほ
ん
と
う
の
地
殻
変
動
が
起
き
る

ま
で
に
は
、
そ
こ
か
ら
二
十
年
の
歳
月
を
要
し
た
。 

 

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
の
火
種
は
、
政
治
を
根
っ
こ
か
ら

改
革
す
る
必
要
性
を
国
会
議
員
た
ち
に
認
識
さ
せ
た
。

そ
の
後
の
政
治
改
革
論
議
が
衆
院
へ
の
小
選
挙
区
制
と

政
党
交
付
金
の
導
入
に
行
き
着
い
た
こ
と
の
是
非
は
と

も
か
く
、
そ
れ
に
伴
い
、
中
選
挙
区
制
の
も
と
で
形
成

さ
れ
た
政
治
の
あ
り
よ
う
は
確
実
に
変
貌
し
た
。
複
数

の
派
閥
が
そ
れ
ぞ
れ
に
候
補
者
を
立
て
て
競
い
合
う
中

選
挙
区
制
と
違
っ
て
、
ひ
と
つ
の
選
挙
区
で
一
人
し
か

当
選
し
な
い
シ
ス
テ
ム
は
、
候
補
者
選
定
権
を
実
質
的

に
派
閥
か
ら
党
本
部
に
移
し
た
。
加
え
て
、
政
党
交
付

金
と
い
う
資
金
源
も
党
本
部
が
握
っ
た
こ
と
で
、
派
閥

が
溶
融
し
た
。
派
閥
の
機
能
低
下
で
、
党
の
人
材
発
掘

能
力
は
衰
退
し
、
自
民
党
は
「
世
襲
の
王
国
」
に
な
っ
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た
。
そ
の
先
に
、
自
民
党
が
自
壊
す
る
格
好
で
の
政
権

交
代
が
あ
っ
た
。 

 

第
二
の
原
点
は
、
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
、

冷
戦
構
造
の
終
焉
で
あ
る
。
対
米
追
従
で
経
済
的
に
発

展
し
て
き
た
こ
の
国
を
、
政
治
家
は
ど
う
導
い
て
い
く

の
か
。
世
界
の
中
で
、
日
米
、
日
中
、
日
米
中
の
関
係

な
ど
を
ど
う
考
え
る
の
か
が
問
わ
れ
た
。
そ
れ
は
従
来

か
ら
の
官
僚
の
お
膳
立
て
だ
け
で
は
答
え
の
出
な
い
、

政
治
家
の
力
量
が
問
わ
れ
る
政
治
へ
の
転
換
と
い
え
た
。 

 

二
つ
の
原
点
の
先
に
は
、
政
権
交
代
可
能
な
二
大
政

党
制
へ
と
向
か
う
道
が
開
け
て
い
た
。 

 

だ
が
政
治
の
現
場
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
は
進
ま
な
い
。

九
四
年
の
社
会
党
と
自
民
党
の
連
立
政
権
や
、
九
七
年

の
新
進
党
解
党
、「
自
民
党
を
ぶ
っ
壊
す
」
と
い
っ
て
延

命
さ
せ
た
小
泉
純
一
郎
首
相
の
登
場
な
ど
、
筋
書
き
の

な
い
ド
ラ
マ
が
続
い
た
。
九
三
年
の
政
権
交
代
、
細
川

護
熙
連
立
政
権
の
誕
生
も
、
二
つ
の
原
点
の
結
節
点
と

い
え
た
が
、
〇
九
年
の
政
権
交
代
と
は
自
民
党
敗
北
の

理
由
が
決
定
的
に
違
っ
て
い
た
。 

 

九
三
年
の
自
民
党
下
野
は
、
政
治
改
革
の
流
れ
が
小

選
挙
区
制
導
入
へ
の
収
斂
す
る
こ
と
に
背
を
向
け
、
金

権
腐
敗
体
質
と
の
決
別
を
演
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が

大
き
な
要
因
だ
っ
た
。
改
選
議
席
を
維
持
し
て
い
た
の

を
見
て
も
、
従
来
か
ら
の
「
自
民
党
へ
の
お
灸
」
の
域

を
出
て
い
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
が
〇
九
年

は
、
も
は
や
「
お
灸
」
で
は
な
か
っ
た
。
安
倍
晋
三
、

福
田
康
夫
両
首
相
が
政
権
を
二
代
続
け
て
一
年
で
投
げ

出
す
無
責
任
さ
を
さ
ら
し
た
う
え
、
後
継
の
麻
生
太
郎

氏
が
漢
字
を
読
め
な
い
と
い
っ
た
事
態
に
、「
自
民
党
に

は
任
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
自
民
党
否
定
が
多
数
を
占

め
て
い
た
の
だ
。
自
民
党
に
任
せ
て
お
け
ば
何
と
か
な

る
、
と
い
う
自
民
党
神
話
の
賞
味
期
限
が
切
れ
て
い
た
。

そ
の
自
民
党
が
〇
九
年
の
衆
院
選
で
「
責
任
力
」
を
掲

げ
た
こ
と
は
、
い
か
に
も
皮
肉
だ
っ
た
。 

 <

三
大
構
造
改
革
が
こ
の
国
を
変
え
て
き
た> 

 

今
回
の
政
権
交
代
は
、
政
治
改
革
に
加
え
て
、
八
〇

年
代
か
ら
の
経
済
構
造
改
革
と
、
九
三
年
の
国
会
決
議

で
動
き
出
し
た
分
権
改
革
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
。
こ

れ
ら
三
大
構
造
改
革
に
は
、
大
き
な
共
通
項
が
あ
る
。 

 
そ
れ
は
「
官
主
導
の
終
焉
」
だ
。 

 
政
治
改
革
は
先
述
し
た
通
り
、
官
僚
主
導
か
ら
政
治

主
導
へ
の
転
換
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
主
役
は

「
政
治
家
を
選
ぶ
有
権
者
」
だ
。 

 

経
済
構
造
改
革
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
だ
っ

た
。
旧
大
蔵
省
主
導
の
護
送
船
団
方
式
か
ら
、
市
場
を

経
済
活
動
の
主
舞
台
と
し
て
事
後
チ
ェ
ッ
ク
を
基
本
に

す
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
変
容
を
め
ざ
し
た
。
そ
こ
で
の
主

役
は
「
市
場
に
参
加
し
、
監
視
も
す
る
消
費
者
」
だ
。 

 

そ
し
て
分
権
改
革
は
霞
が
関
が
主
導
し
て
き
た
画
一

的
な
自
治
の
あ
り
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
創
意

工
夫
を
生
か
せ
る
制
度
へ
と
変
え
て
い
く
も
の
だ
。
そ

こ
で
の
主
役
は
「
首
長
や
議
員
を
選
ぶ
と
と
も
に
直
接

請
求
権
を
持
つ
住
民
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
分
権
は
掛

け
声
ほ
ど
に
は
す
す
ん
で
い
な
い
が
、
国
会
議
員
と
知

事
や
市
長
の
力
関
係
の
変
化
は
顕
著
だ
。
細
川
政
権
で

は
細
川
護
熙
首
相
も
武
村
正
義
官
房
長
官
も
知
事
出
身

で
、
当
時
は
首
長
か
ら
国
会
議
員
に
な
る
の
が
一
般
的

な
コ
ー
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
で
は
逆
で
、
国
会
議

員
か
ら
知
事
、
市
長
に
な
る
方
が
主
流
だ
。
二
〇
一
〇

年
一
月
末
段
階
で
、
知
事
は
十
二
人
、
政
令
市
の
市
長

は
四
人
が
国
会
議
員
出
身
だ
。 

 

こ
の
よ
う
に
三
大
構
造
改
革
は
す
べ
て
、
官
主
導
で

す
す
ん
で
き
た
こ
の
国
を
、
有
権
者
、
消
費
者
、
住
民

と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
持
つ
国
民
、
市
民
が
主
役
の

国
へ
と
ゆ
っ
く
り
と
変
え
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
民

主
党
が
唱
え
た
「
政
治
主
導
」
が
共
感
を
呼
び
、
評
価

さ
れ
、
有
権
者
が
主
役
に
な
っ
て
政
治
を
変
え
た
。 

 <

新
政
権
の
蹉
跌> 

 

二
十
年
か
け
て
実
現
し
た
政
権
交
代
で
生
ま
れ
た
鳩

山
政
権
は
、
そ
れ
だ
け
の
期
待
を
背
負
っ
て
船
出
し
た
。

最
初
の
内
閣
支
持
率
は
七
一
％
に
達
し
て
い
た
。 

 

沖
縄
の
米
軍
普
天
間
基
地
の
移
転
問
題
で
迷
走
し
、

公
約
だ
っ
た
ガ
ソ
リ
ン
税
の
暫
定
税
率
の
廃
止
も
先
送

り
す
る
な
ど
、
政
権
の
準
備
不
足
、
運
営
の
拙
さ
も
目

立
つ
と
は
い
え
、
事
業
仕
分
け
や
、
温
室
効
果
ガ
ス
の

「
九
〇
年
比
二
五
％
削
減
」
提
案
、
大
型
公
共
事
業
の
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象
徴
の
よ
う
な
八
ツ
場
ダ
ム
の
建
設
中
止
宣
言
、
事
務

次
官
会
議
の
廃
止
な
ど
、
自
民
党
政
権
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
政
権
交
代
の
「
効
果
」
も
示
し
つ
つ
あ
る
。「
コ

ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

農
家
の
戸
別
所
得
補
償
や
子
ど
も
手
当
て
の
一
部
実
施

に
も
取
り
組
み
、
地
方
交
付
税
を
前
年
度
比
で
一
兆
一

千
億
円
増
や
す
な
ど
、
地
方
へ
の
配
慮
を
に
じ
ま
せ
た
。 

 

一
月
の
施
政
方
針
演
説
で
二
四
回
、「
い
の
ち
」
を
語

っ
た
鳩
山
由
紀
夫
首
相
に
す
れ
ば
、
通
常
国
会
か
ら
は

政
権
運
営
を
本
格
的
な
軌
道
に
乗
せ
た
か
っ
た
に
違
い

な
い
。 

 

だ
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
政
権
交
代

の
原
点
だ
っ
た
政
治
と
カ
ネ
の
問
題
を
、
い
ま
だ
に
引

き
ず
っ
て
い
る
か
ら
だ
。 

 

し
か
も
、
九
三
年
の
政
権
交
代
と
の
唯
一
の
共
通
点

の
「
政
権
の
最
大
の
権
力
者
が
小
沢
一
郎
氏
」
と
い
う

現
状
の
も
と
、
政
権
と
党
の
二
重
構
造
の
い
び
つ
さ
が

顕
著
に
な
る
な
か
だ
け
に
、
小
沢
氏
の
政
治
資
金
問
題

は
深
刻
だ
。 

 

小
沢
氏
の
秘
書
三
人
（
ひ
と
り
は
現
職
の
衆
院
議
員
）

が
政
治
資
金
規
正
法
で
起
訴
さ
れ
た
こ
と
で
、
小
沢
氏

の
幹
事
長
に
辞
任
を
求
め
る
意
見
は
朝
日
新
聞
の
世
論

調
査
（
二
月
五
、
六
日
実
施
、
電
話
調
査
）
で
六
八
％
、

同
じ
日
に
調
べ
た
読
売
は
七
四
％
、
毎
日
は
六
九
％
に

達
し
た
。 

 

さ
ら
に
鳩
山
首
相
も
母
親
か
ら
の
献
金
を
政
治
資
金

収
支
報
告
書
に
記
載
せ
ず
、
秘
書
二
人
が
政
治
資
金
規

正
法
違
反
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
。
政
権
党
の
ツ
ー
ト
ッ

プ
で
、
合
わ
せ
て
五
人
の
秘
書
を
起
訴
さ
れ
る
と
い
う

異
常
さ
は
、
政
権
交
代
へ
の
期
待
感
や
政
治
へ
の
信
頼

感
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
も
の
だ
。 

 

「
民
主
党
、
何
や
っ
て
ん
だ
と
い
う
思
い
を
持
た
れ

た
方
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
政

権
交
代
し
た
ん
だ
か
ら
、
古
い
政
治
に
戻
せ
な
い
。
い

ま
こ
こ
で
く
じ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」。
二
月
、
鳩

山
首
相
の
こ
ん
な
発
言
を
、
有
権
者
は
う
ん
ざ
り
す
る

思
い
で
聞
く
し
か
な
い
。 

 

一
方
で
、
自
民
党
の
支
持
率
回
復
に
も
勢
い
は
な
い
。

こ
の
国
の
政
治
は
い
ま
、
改
め
て
深
刻
な
不
信
の
渦
の

な
か
に
あ
る
。
政
権
交
代
に
政
治
の
進
化
を
期
待
し
た

有
権
者
の
多
く
が
投
票
先
を
探
し
あ
ぐ
ね
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
の
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
政
治
不

信
が
政
党
政
治
、
議
会
制
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
動
き
に
つ
な
が
る
こ
と
だ
。 

 

〇
九
年
十
一
月
、
朝
日
、
毎
日
、
読
売
、
日
経
、
産

経
の
五
紙
に
、
全
国
町
村
会
が
意
見
広
告
を
載
せ
た
。

見
出
し
は
「
日
本
人
よ
、
故
郷
を
な
く
し
て 

ど
こ
へ

い
く
の
で
す
か
」。
地
域
の
疲
弊
ぶ
り
を
嘆
き
、
対
応
を

訴
え
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
各
地
の
現
状
は
厳
し
く
、

地
域
格
差
の
拡
大
も
止
ま
ら
な
い
。
こ
う
し
た
地
域
の

不
満
の
鬱
積
は
、
政
治
不
信
の
火
勢
を
一
気
に
激
化
さ

せ
る
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
。 

 

政
治
不
信
に
端
を
発
し
て
二
十
年
が
か
り
で
実
現
し

た
政
権
交
代
は
、
こ
の
国
の
政
治
を
成
熟
さ
せ
る
第
一

歩
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
政
治
へ
の
信
頼
を

さ
ら
に
失
墜
さ
せ
る
迷
走
を
繰
り
広
げ
れ
ば
、
そ
の
先

に
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
危
機
が
待
ち
受
け
て
い
る
。 

 

※
本
論
文
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
に
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
す
。 
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